
 
 
 
 

林野火災被災テレビ共同受信施設本復旧支援事業の概要について 

 
１ 目的 

  令和７年大船渡市大規模林野火災で被災したテレビ共同受信施設は、現在仮復旧しています

が、安定したテレビ視聴のためには本復旧が必要です。 

本事業は、被災したテレビ共同受信施設の本復旧に要する費用に対し、補助金を交付して支

援することにより、早期の本復旧を促進し、地域住民の安定した放送受信環境を確保するもの

です。 

 

２ 事業概要 

 ⑴ 対象団体 

   令和７年大船渡市大規模林野火災で被災したテレビ共同受信施設の管理団体 

 ・自主共聴施設  宮野、田浜、綾里、小路打越 

・ＮＨＫ共聴施設 野々前、長崎（白浜、合足は被災世帯なし） 

 ⑵ 内容 

   上記⑴の対象団体が行うテレビ共同受信施設の本復旧に要する費用を補助します。 

 ⑶ 補助率 

   ３/４（内訳：国１/２、市１/４） 

   ・管理団体の負担額の上限は「35,000 円（※）×施設の受益世帯数」とします。 

   ・ＮＨＫ共聴施設については、被災した建物を再建した場合に管理団体の負担が生じるこ

とから、対象世帯数は受益世帯のうち再建した世帯とします。 

  ※テレビ共同受信施設の改修時に市が補助している「テレビ共同受信施設等改修事業費 

補助金」における受益世帯１世帯当たりの負担額 

 ⑷ 補正予算額 

   71,445 千円 

 

３ スケジュール 

・令和７年 12 月 23 日  市議会第４回定例会  

 ※補正予算案可決後、事業の実施に向け準備を進める予定です。 

・令和７年 12 月下旬  申請受付開始 
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